
農地情報公開システムの整備状況について 

平 成 ２ ６ 年 １ １ 月 



・ 所有者・借受者の氏名、住所 

・ 農地の所在、地番地目、地積 

・ 地域区分（農振農用地等） 

・ 賃貸借等の設定状況 

 （権利の種類、期間、賃借料等） 

・ 遊休農地の措置状況 

 （利用状況、指導履歴等） 

・ 納税猶予の適用状況 

農地台帳 

 

・ 地番図 

・ 航空写真 
 

（4割の農業委員会
で導入済み） 

「農地地図情報
システム」の導入 

  農地台帳について 

○ 農業委員会は、 
  ① 農地の権利移動の許可等法令業務の執行に要する基礎資料として 
  ② 遊休農地の発生防止・解消等の構造政策の推進に活用するため 
  農地台帳を整備。 
○ 平成25年の農地中間管理機構関連２法による、農地台帳及び地図の作成・公開を義務づけ。 

○ 耕作者別の経営農地の色分け 
○ 利用権設定の終期ごとの色分け 
○ 経営者の年齢別の農地の色分け 

「電算処理 

 システム」 

  の導入 

「農地地図情報 
システム」まで 

整備すると、情報を 

地図化して見ることが
可能になる 

（すべての農業委員会で整備済み） 

（9割の農業委員会で 
 導入済み） 
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  農地台帳のイメージ 

2 



 農地地図のイメージ 

○ 担い手への農地利用の集積・集約化を進めるためには、農地台帳に記録された農地情報を地図上で見ら
れるようにすることが重要。 

○ このため、 
  ① 農地台帳の情報を基に、希望の条件で農地を色分け表示し、 
  ② 農地の集約状況や、農地の利用権設定の終期など 
について、地図上にわかりやすく表示。 
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黄・・・耕作者A 
緑・・・耕作者B 
青・・・耕作者C 
をそれぞれ表す 

見 本 
耕作者別の農地 



出典：長野県農業会議「農地地図情報システム（GIS）活用事例集」（平成20年３月） 

 農地地図のイメージ 
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利用権設定の終期 



地図 
システム 

農地台帳 
データベース 

地図 
データベース 

利用者 

ニーズに合わ 
せ簡単に検索 
できる。 

情報分析、 
施策検討に 
活用できる。 

関係機関 
※農地中間管理 

機構等 

農地台帳 
システム 

情報を 

一元化して
公開 

○ このような地図上に表示された農地情報を、インターネットで誰でも見ることができるよう、全国段階で一元的
なシステムを整備し、各農業委員会の窓口に行かなくても、全国の農地情報を横断的に検索・閲覧することを
可能にする。 

○ このことにより、参入希望者・規模拡大希望者等の農地の受け手や農地中間管理機構が求める情報を提供。 
○ なお、システム整備に当たっては、政府CIOと相談しながら、最も効率的かつ適正なものとすることとしている。 

一元的システムをクラウド 形式で構築・公開 
（25年度補正予算額 69億円） 

各農業委員会における一元的
システムに対するデータ供出体
制の整備を支援 
   

 25年度補正予算額：41億円 

その他情報 
水土里情報システムの
基盤整備情報等も順次
入手し、これもシステム
でカバーする 

※ クラウドとは、ネットワークをベースとしたコンピュータ資源の利用形態のことを指し、ユーザーはデータ処理等をネットワーク経由 
 でサービスとして利用する。 

※ 

水土里情報システムの基盤整備情報や作物等の情報 

公開情報 
のみ供出 

全国段階 各農業委員会の段階 

 農地情報公開システム整備事業（来年４月時点の運用の姿） 
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（非公開の農地情報も管理） 



○ さらに、将来を見据え、公表情報だけでなく、農地情報における非公表情報についても、全国一本のクラ
ウドで管理し、各農業委員会がそれを活用する一元的な情報管理システムも整備することとしている。 

○ また、農地中間管理機構への情報提供も、本システムにより行うことを検討している。 
○ ただし、本システムで実際に非公表情報を扱うためには、現在、各地方自治体がそれぞれの個人情報保
護条例で他主体との情報共有を制限していることから、この制限を回避できる国レベルでの情報管理の統
一的な仕組み（例えばマイナンバー制導入に伴う情報管理の統一的な仕組み）が構築されることが必要。 

 農地情報公開システム整備事業（将来の運用の姿） 

全国段階 

農地台帳 
システム 

地図（※） 
システム 

利用者 

ニーズに合わ 
せ簡単に検索 
できる。 

各農業委員会 

農地中間管理機構 

アクセスして 
システムを活用 農地台帳 

システム 

地図（※） 
システム 

公開用 

非公開用 
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※地図（航空写真等）については、所有権を持たずにYahoo!地図を利用。

ただし、他の地図に切り替えても、システム全体の稼働に支障が生じな
いようなシステムとしていくことを開発上の要件とする。 


